
生活保護世帯の子どもたちの大学進学支援制度を求める意見書 

 

 現行の生活保護制度では、生活保護世帯の子どもが大学進学する場合は、子どもが同居してい

たとしても別世帯として扱う世帯分離が行われ、親の保護費から生活扶助費や住宅扶助費などが

減額されている。 

 一方、生活保護世帯から世帯分離した大学生は国民健康保険料の納付が義務付けられる。しか

し、アルバイト代など高校生の時の蓄えは受験料や入学金など使途が制限され、それ以外は収入

認定され、生活保護費は減額されるため、大学進学にむけて備えることはできないのが現状であ

る。このため、進学意欲があっても経済的負担を考えて進学を諦めるケースがあり、保護世帯の

大学進学率は１９％と全世帯の５２％を大きく下回っている。 

 政府においては２０１４年８月２９日に「子供の貧困対策に関する大綱について」を閣議決定

しており、同大綱では「子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る子

供の貧困対策は極めて重要である」としている。また、安倍首相はじめ政府閣僚も国会において

「望めば全ての子供たちが大学や専修学校に進学できるような状況をつくっていきたい」との答

弁を行っている。 

 よって、本市議会は生活保護世帯の子どもが大学や専門学校に進学し世帯分離をする場合に親

世帯の保護費を減額する現行の方式を見直すとともに、入学時には一時金を支給するなど、生活

保護世帯の子どもたちの大学進学支援に取り組むよう求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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